
≪次世代育成支援対策推進法の取り組みについて≫ 

 

●次世代育成支援対策推進法とは・・・・・ 

 

少子化ストップのための仕組みである 

少子化が急速に進む背景として、仕事と子育ての両立が困難な職場環境があると指摘されています。 

このような状況を踏まえ、国、地方、企業、国民が一体となって仕事と子育てが両立できる必要な雇用整備

をすすめるため、平成 21 年 4 月 1 日に施行され、事業主に行動計画策定と届出、公表、周知が義務付けら 

れました。(期間立法のため 27 年 3 月 31 日で終了) 

 

企業規模(従業員数) 実施範囲 

301 人以上 義務 

101 人以上 300 人以下 義務 

100 人以下 努力義務 

※従業員範囲は社員、パート、アルバイト 

 

●行動計画の流れ・・・・・・・・・・         

 

《認定マーク取得要件 8項目》 

①雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照

らし適切な行動計画を策定すること。 

 

②行動計画の計画期間が 2 年以上 5 年以下である。 

 

③策定した行動計画を実施し、目標を達成すること。 

 

④策定した行動計画を公表、従業員へ適切に周知。 

 

⑤計画期間内に男性従業員が育児休業を 1 人以上取

得すること。 

 

⑥計画期間内の女性従業員の育児休業等取得率が

70％以上であること。 

 

⑦3 歳から小学校入学までの子を養育する従業員に

ついて、育児休業に関する制度、所定外労働の制限     

制度、所定労働時間の時短措置または始業時刻変更 

等の制度を講じていること。 

 

⑧所定外労働の削減措置、年次有給休暇取得の推進、 

労働条件の整備のための措置を講じている。 

 

      自社の現状・従業員のニーズ等の把握   

 

行動計画策定(①期間、②目標の設定、③対策の設定)

①2 年～5 年、②達成可能な目標、③具体的に 

  

   行動計画を①公表し、②従業員に周知    

①ホームページ等、②掲示板や社内報等 

 

    行動計画を策定した旨を労働局へ提出   

 

         行動計画を実施        

 

      行動計画の終了・目標の達成     

 

《発展型》※任意 

        労働局へ認定申請       

 

          認 定          

 

    次世代認定マーク(くるみん)取得    


